
Hyogo Prefecture

救急安心センターひょうご（♯7119）の開始

１ 救急安心センター事業（♯7119）とは

高齢化の進展等により増加し続ける救急需要等に適切に対応するため、現在、神戸市、姫路市、

芦屋市で実施している救急安⼼センター事業を全県に展開し、サービスを開始します。
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消防と医療が連携し、救急車を呼んだ方が良いかなど県民が抱える健康不安等に対し、看護師等

の専門家がコールセンターに常駐し、救急医療相談や医療機関案内を行う電話相談事業

〇 実施主体 「救急安⼼センターひょうご運営委員会」
※実施方式：県と全41市町との合議制

〇 事業内容 実施時間：24時間365日
※委託事業者によるコールセンター方式

※多言語対応

３ 開始日時

本年７月１１日(金) 午前９時からサービスを開始

２ 電話番号

  ♯７１１９（シャープ ナナ イチ イチ キュー）

※ 市外局番が06または072の固定電話、IP電話などから

 かける場合は 078-331-7119 におかけください。

４ 実施方式

※ 相談料は無料ですが、通話料は相談者負担になります。
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５ 事業スキーム

＜問い合わせ先＞危機管理部消防保安課 TEL：078-362-9480 MAIL：shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp 02

県民

○病院に行くべき？
○救急車呼ぶべき？
○応急手当の方法？

救急安心センターひょうご

○看護師、相談員等が対応
→病気、けがの症状把握
→緊急性判断
→適切な医療機関等助言

「♯7119」
をﾀﾞｲﾔﾙ

緊急性が高い

救急車出動
（潜在的な重傷者発見）

必要に応じ受診
（不要不急な救急抑制）

※救急車を呼ぶべきか判断に迷ったら、まずは♯7119にご相談ください

※緊急を要すると思ったら迷わず、119番に電話してください

緊急性が
高くない
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